
今月の主な内容今月の主な内容

広
報
ま
し
け

2023　
Ｎｏ.1366

令
和
５
年
１
２
月
５
日
発
行

月
号

1２
印
 刷
 ：
㈲
 弘
 版

増毛町公式ホームページ　　https://www.town.mashike.hokkaido.jp

今月の表紙　１１月１０日（金）暑寒大学・認定こども園あっぷる交流会

今月の主な内容今月の主な内容

2～４P …【特集】『町政へのご意見』の回答（第２弾）

１３～１５P … 暮らしの情報（認定こども園あっぷるの入園児を募集 ほか）

５～６P … まちの話題（増毛中学校「テーブルマナー体験学習」、
ましけ町民スクール第３回講座、増毛町桜植樹祭 ほか）
フォトコンテスト２０２３結果発表１２P …

2～４P …【特集】『町政へのご意見』の回答（第２弾）

１３～１５P … 暮らしの情報（認定こども園あっぷるの入園児を募集 ほか）

５～６P … まちの話題（増毛中学校「テーブルマナー体験学習」、
ましけ町民スクール第３回講座、増毛町桜植樹祭 ほか）
フォトコンテスト２０２３結果発表１２P …

NO.1366

2023

増毛町公式
ホームページ
ＱＲコード

12



広報ましけ　2023.12広報ましけ　2023.12 23

特集

ご意見⑧ 　 増毛ハイヤーについて

ご意見⑨ 　 夜間ハイヤーの時間帯について

『町政へのご意見』の回答【第２弾】

　ハイヤーを営業してほしい。今は昼夕方まで増毛町内だけ。営業許可を取り、最低夜の１１時頃まで。
飲食業また老人が非常に困っています。
　町長選挙も町議選挙もない、何も変化もありません。町長、副町長、教育長の年間収入は約１千万円く
らいですか。すごいですね。即解決してほしい。

　あっぷるハイヤーの運行時間についても特段のご配慮をお願いします。

【町からの回答】
　令和２年度末に民間のタクシー会社が撤退し、１年間の町職員での無償運送を行い、直営での有償旅客
運送事業を令和４年度から実施しており、本年、７月からは土日祝祭日にも運行を拡大し、９時から１７
時まで運行しております。
　夜間運行につきましては、１１月１３日から試験的に運行を開始しており、１７時から０時（２３時３０分
受付終了）まで運行しております。また、有償運送の運行出来る範囲については料金設定が通常の営業運
賃よりも低い設定となっていることもあり、民間事業者への影響を抑えるため町内限定の運行になってお
ります。町民の皆様には積極的なご利用をお願いいたします。
　なお、令和４年の町長の年間給与支払総額は、11,166,800円、副町
長は、10,061,800円、教育長は、9,281,800円となっております。
平成１６年４月から、町長が月額850,000円から20％減の680,000円
に、副町長が月額680,000円から10%減の612,000円に、教育長が月
額600,000円から6％減の564,000円にそれぞれ条例改正し、現在に
至っており、留萌管内で最も低い水準となっております。

【町からの回答】
　適正な管理が行われていない空き家につきましては、防災や防犯、衛生面で問題が生じたり、景観が損
なわれたりするなど、地域生活に様々な影響を及ぼします。
　そのため、町では、「増毛町空き家等対策計画」に基づいて、空き家などの所有者に適正な維持管理をし
てもらうための啓発・推進活動を行っておりますが、建物の倒壊や屋根材の飛散などにより、近隣住民が
危険にさらされる場合も考えられますので、今後とも所有者に対し、適正管理の重要性の周知を徹底して
参ります。

ご意見⑩　  空き家について
　空き家の対策はどうなっているのか。風が吹くとトタンが飛んできて対策してほしいです。

　町民の皆様からの増毛町の政策に対するご意見を聞くために７月５日～
８月３１日までの期間実施しました「お寄せください！『町政へのご意見』」
では１０名の方からの返信があり、内容としては1５件のご意見をいただ
きました。ご意見をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。
　今回は広報１１月号で掲載できなかった８件のお寄せいただいたご意見
及び町からの回答について掲載いたします。今後、町では、お寄せいただ
いたご意見等を参考にして町政を進めていきます。
　なお、私的な内容や苦情等については掲載いたしませんのでご了承お願
いいたします。

町　民　課

ご意見⑪ 　 野良猫について

ご意見⑫ 　 ゴミのポイ捨てについて

　暑寒４丁目の小屋に猫が次々と産んで増えて歩いていても猫が道路の真ん中にいて車の邪魔になり、１
匹死んでいることもあり、本当に迷惑です。なんとかしてほしいです。
　４丁目のきつねにエサを与えているのを何回も見ています。近所の住民は本当に困っています。

【町からの回答】
　エサやり問題は、野良猫に限らずカラスやスズメなどを含む野鳥、キツネなど多岐にわたっており、情
報も数多く寄せられている状況であり、対応に大変苦慮している状況でございます。
　町としましても個人が特定できた場合は、職員が現場に行き、書面や口頭で指導を行い、今後におきまし
ても、エサやりも含め、動物の飼い方について、これまで通り注意喚起を行ってまいります。また、不幸な
猫を少しでも減らすため、避妊・去勢を進める地域猫保護活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。

　本気で厳しい対処を望みます。
　道路淵、海岸は特にひどい、ごみ箱じゃないよ！と言いたい。ペット、生ごみ、プラ、大型他、波にさ
らわれ一見きれい→ごみ他地区へ！いつ、誰、何故捨てるのか。
　町条例簡単ではないと聞きますが、長年の状況を見ますと、罰金付の条例が一番と思います。町職員だ
けに負担かけず町民全体で監視。町民課、総務課合同で条例を考えてほしい。（カメラ、看板にお金かけて
も無駄と思う。）
　追伸：元職員の関係者より、昔、ゴミ捨てに関して、看板を作り、まだあるはずと聞きました。あるな
ら当自治会に１～２枚ほしいです。

【町からの回答】
　国道や道道、町道に限らずゴミの不法投棄があり、広報や
防災無線等で周知をしておりますが対策に苦慮しているとこ
ろでございます。
　自治会の一斉清掃や地先の方、ボランティアの方による道
路のゴミ拾いには大変感謝をしております。これからも各関
係機関を通じて全町的に対応をして参りますので、不法投棄
等がございましたら役場町民課までご連絡をお願い致します。
　なお、看板につきましては、早急に対応致します。

ご意見⑬　  役場前さわやかトイレについて
　昨年役場前さわやかトイレについて、男子用小便器が“使用中止”になっているので、修理して使える
ようにと書きました。広報の回答内容からして、てっきり修理しているものと思っていました。８月２９日利用
した際見たら“使用中止”が張られたままでした。修理お願いします。
　また、入口上にある「ＴＯＩＬＥＴ」の表示板が表「Ｔ  ＩＬＥＴ」、裏「  Ｏ  ＬＥ  」と歯抜けになって
います。一緒に修理してください。

【町からの回答】
　役場前さわやかトイレの修理につきましては、今年度の予算措置に
おいて今春に修理する予定でしたが、修理行程が遅れており、冬期閉
鎖中に修理することとなりました。
　町民の皆様には、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、来
年の春よりご利用いただけますので、何卒ご理解いただきますようお
願いします。
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ご意見⑭ 　 交通安全について

ご意見⑮ 　異次元の少子化対策について

（１）　交通安全運動の時期になりますと防災無線の放送内容に“デイライト”の話が出てきます。役場の
　　車がデイライトしているのを見たことがありません。警察署からの要請なのか分かりませんがどうな
　　のでしょう。放送している役場が実行しないのは妙なことです。
（２）　文化センター付近から元陣屋・郵便局へ向かう車道での自転車の走行ですが、車道の右側を走行す
　　る人たちが結構います。大人も子どもたちもです。車道の右側走行は危ないですから、大人は車道の
　　左側を、子どもは車道を走行するのが危ないようでしたら、右側の歩道を走行することとして、車道
　　の右側は絶対走行しないよう周知してほしいです。
（３）　町内の横断歩道の線が消えかかっているところがたくさんあります。塗りなおしの要望を書こうと
　　したら、塗りなおしている所をいくつか見ました。雪が降る前に是非完了してください。通学路の消
　　えているところが特に気になっています。

【町からの回答】
（１）　デイ・ライト運動は、昼間からライトを点灯させることで交通事故防止を図ろうとするもので交通
　　安全推進委員会や交通安全協会を通じて、デイ・ライト運動を推奨しております。
　　　役場車両につきましては、交通安全運動期間中に、担当車両が点灯し運行はしておりますが、他の
　　車両は点灯していない場合もございますので、運転管理者を通じて、引き続き、デイ・ライト運動の
　　定着化を図って参りますので、ご理解下さるようお願い致します。
（２）　自転車は車やバイクと同様の「軽車両」と位置づけられ、基本的には歩道ではなく車道を通り、ま
　　た、車と同様に左側を通行しなければなりません。（道路交通法）しかしながら、子供や高齢者の場合
　　は、例外として自転車が歩道を通行することが認められる場合もありますので、状況に応じて周知し
　　て参ります。
（３）　横断歩道の白線については一部消失している部分も確認しております。
　　　町道は建設課の管理となっておりますので、担当課へ修繕の確認をするとともに国道や道道に関し
　　ても関係機関と連携して改善するように要望いたします。

　日頃何かと町民に対してお気遣いいただき感謝しております。早速ですが、岸田政府の異次元の少子化
対策を是非当町においても（様々に施行されています）地域の高齢者様を活用していただき、子育て支援
の実行を希望します。
　（ＮＨＫ放送の北海道子育てヒントのように）空いている時間を提供しボランティアで行う！保育園の送
迎・一時預かり・見守り等々ありますが（子育て世代からの要望をお聴きしながら）普通にお子様の居る
日常を支える　子育ては自分育て！！　今できることをし、社会に貢献します。

【町からの回答】
　子育て支援について貴重なご提案を頂き誠にありがとうございます。
　本町では、以前より子育て支援策を進めており保護者に対する負担軽減を図っておりますが、これから
の取組において、町民の皆様のお力をお借りすることが必要となりましたら、支援策に対するご理解やご
協力をお願いしたいと考えております。

企画財政課・福祉厚生課・総務学校課

10／24
（火）

10／25
（水）

10／19
（木）

　増毛ライオンズクラブ（棚橋秀彦会長）から増
毛中学校（亀田寛人校長）などに地元の新米や野
菜などが寄贈され、給食として提供されました。
　青少年育成事業の一環で増毛中のほか、増毛小
と認定こども園あっぷるにも贈られました。
　贈呈式で棚橋会長から米袋を受け取った増毛中
生徒会長の茨木漣さん（１４）は「地元のおいし
い食材を提供していただきありがとうございます。
生徒みんなでおいしくいただきたいと思います」
と感謝の言葉を述べました。

油流出事故を想定した
訓練を行った

～ 留萌管内沿岸排出油等防除協議会定期訓練～ ～ 増毛ＬＣから増毛小中学校などへ新米など寄贈 ～

　留萌管内沿岸排出油等防除協議会主催の定期訓
練が増毛港弁天岸壁で行われ、油の流出事故を想
定した訓練を実施しました。
　訓練は、官民一体となった排出油の防除体制の
確立と技術向上を目的に、町消防や増毛漁業協同
組合などから約60名が参加しました。
　参加者は、オイルフェンスを海上に浮かべる訓
練や、岸壁で油を回収するタンクの設置などひと
つひとつの対応を確認しながら、緊急時における
備えを万全にしました。

地元食材を使った
フルコースを堪能

～ 悠遊くらぶ会員に防災の講話 ～～ 増毛中学校「テーブルマナー体験学習」 ～

避難行動は
自ら責任を持って！

地元産の食材を
たくさん食べてほしい

　増毛町市街地老人クラブの悠遊くらぶの会員に
向けた防災についての講話が増毛町老人福祉セン
ターで行われました。
　防災担当の役場総務課土田智洋さんを講師に招
き、会員２４名が最新の防災情報（警戒レベルや
避難のタイミングなど）について学びました。
　講話の中で、実際の避難者が撮影した映像を視聴
し、土田さんは「特に高齢者は明るいうちに避難を
開始することが大切。その上でできるだけ高いとこ
ろに最短距離で避難することが大切」と話しました。

　増毛中学校（亀田寛人校長）の３年生２１名が
オーベルジュましけで地元の新鮮な食材にこだわっ
たフルコースを楽しく味わいながら、テーブルマ
ナーについて学びました。
　清野朋子支配人が講師を務め、ナプキンの使い
方、ナイフやフォークの使う順番などテーブルマ
ナーの基本を学生たちに教えました。
　学生たちは慣れない料理に緊張しながらも、肉
料理「サーロインのロースト・ごぼうのリゾット
添え」などおいしい料理９品を堪能しました。

10／24（火）
10／３１（火）
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ご意見⑭ 　 交通安全について

ご意見⑮ 　異次元の少子化対策について
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令和５年度増毛町表彰式

　昭和５５年１２月から永年にわたり増毛町民生委員児童委員協議会委員を務め、平成２４年４月
から会長として、民生の振興発展に大きく寄与されました。
　このほか、増毛町地域包括支援センター運営協議会会長や増毛町介護保険運営協議会副会長など
を歴任し、町勢の振興に多大な貢献をされています。

　当町の発展と町民の健康増進を願い、平成３０年か
ら多額の寄附と当町施設への備品の寄贈を続けられ、
町民の健康と福祉の増進、町勢の振興に多大な貢献を
されました。
　当町在住の同社代表取締役越田氏の、ふるさと増毛
を愛し、ふるさとを想う氏のこころざしと同社の厚意
は、町民及び町内団体、当町出身者の模範とすべきと
ころであり、高く賞賛されています。

自治振興部門 社会事業部門

防災部門

勤続３０年　増毛町職員

栄誉をたたえて表彰式

勤　続　表　彰勤　続　表　彰

善　行　表　彰善　行　表　彰

功　績　表　彰功　績　表　彰

功　労　表　彰功　労　表　彰

　令和５年度増毛町表彰式が１１月３日の文化の日にオーベ
ルジュましけで執り行われました。
　今年度は、功労表彰１名、功績表彰１３名、善行表彰１団体、
勤続表彰７名の計２１名１団体が表彰され、堀町長から表彰状
や記念品などが贈呈されました。受賞された方は以下の通り
です。（敬称略）
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11／8
（水）

11／10
（金）

10／31
（火）

10／25
（水）

　暑寒大学・認定こども園あっぷる交流会が町立
体育館で行われ、同大学学生や同園園児ら合わせ
て約５０名が参加しました。
　園児たちが歌や手遊び、「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン」
など元気いっぱいの遊戯を披露し、学生たちに笑
顔と元気を分け与えました。
　一緒に玉入れなどのゲームをした後、学生たち
の気合いの入った「増毛音頭」を園児たちに披露
して交流を楽しみました。最後には、全員で踊り
親睦を深め、笑顔溢れる交流会となりました。

桜が似合う町に
していきたい！
～ 増毛町桜植樹祭～～ 暑寒大学・認定こども園あっぷる交流会 ～

　町生きがい活動事業団や留萌南部森林管理署な
どの協力を得て、平成３０年から毎年行われている
「桜植樹祭」が今年は暑寒公園で開催されました。
　参加した関係者ら約３０名が薄紅色の花を付け
るヤエザクラ２２本を植樹しました。
　昨年も暑寒公園に１０本のヤエザクラを植樹さ
れており、春にはきれいな花を咲かせています。
　堀町長は「このような植樹祭を毎年続けて、町
中で桜が見られるようして、桜が似合う町にして
いきたい」と話しました。
　

昔の遊びに
チャレンジしよう！

～ ましけ町民スクール 第３回講座 ～～ ましけキッズ体験隊×暑寒大学 ～

禅 響
～いやしの歌と仏教いろは～

笑顔溢れる世代を超えた交流会

　ましけ町民スクール第３回講座、増毛町曹洞宗天
総寺住職の谷龍嗣氏と浜頓別町の僧侶兼シンガー
ソングライター加藤煕章氏による「禅響～いやし
の歌と仏教いろは～」が町文化センターで開催さ
れ、町民ら約１３０名が法話と歌に聞き入ってい
ました。
　谷氏の法話では、自らの経験を踏まえて、正し
い「供養」の形や「座禅」や「慈悲」の意味につ
いて分かりやすく話してくれました。加藤氏は、
般若心経を弾き語るなど個性豊かな音楽を披露し
てくれました。

　ましけキッズ体験隊ピューパクラスの「昔の遊び
チャレンジ」が町文化センターで行われ、暑寒大学
の学生に昔の遊びを伝授してもらいながら交流を
楽しみました。子どもたちは、あやとりにコマ、
けん玉など様々な昔遊びを時間が許す限り楽しみ
ました。同大学の学生たちも自分の持つ巧みな技
を披露するなど、一緒に昔遊びを楽しみました。
　特にコマは、初めて経験する子どもたちも多く、
かなり苦戦していましたが、紐の巻き方や投げ方
などしっかりと教えてもらい、上手くできた時は
大きな歓声が上がっていました。
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けん玉など様々な昔遊びを時間が許す限り楽しみ
ました。同大学の学生たちも自分の持つ巧みな技
を披露するなど、一緒に昔遊びを楽しみました。
　特にコマは、初めて経験する子どもたちも多く、
かなり苦戦していましたが、紐の巻き方や投げ方
などしっかりと教えてもらい、上手くできた時は
大きな歓声が上がっていました。
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　町では、町内で開催する同窓会に対し、町商工会商品券にて補助金を交付しており、これまでに
多くの同窓会が町内で開催されております。
　補助金の利用を検討される方は、下記の補助要件等をご確認のうえ役場企画財政課企画係まで申
請をお願いします。

【お問合せ先】役場企画財政課企画係（☎５３－１１１０）

（１）町内の飲食店等にて開催する同窓会の出席者が１５名以上で、うち町外居住者が５名
　　 以上出席する同窓会。（町内在住者がいなくても良い）
（２）町内在住者及び増毛町出身者の幹事による同窓会で、出身学校の所在地は問わない。
（３）同一の同窓会（出身学校、卒業年、参集者等）への補助は、年一回限りとする。

・補助金を交付した同窓会には、増毛町のＰＲをさせていただきます。
・補助金の交付には、同窓会開催日の７日前までに申請書及び出席者名簿、収支予算書等の
　提出が必要となりますので、増毛町ホームページにてダウンロードしていただくか、役場
　企画財政課企画係（☎５３ー１１１０）までご連絡ください。

・１５名以上３０人未満　　　町商工会商品券　３０，０００円分
・３０人以上　　　　　　　　町商工会商品券　５０，０００円分

１．補助要件

２．補助金額

３．その他

　一年の終わりを迎えるに当たり、何かと忙しくなることで火災に対する警戒心が緩みがちにな
ります。各家庭及び事業所等では、火気の使用に十分注意し、以下の項目を守り、火災のない安
全・安心な一年を迎えられるようにしましょう。

〈一般家庭での注意点〉
 ●ガスコンロ等の調理器具、暖房器具を安全に
　 使用し、取扱いを確認しましょう。

 ●就寝時または外出時は必ず火の元を確認しま
　 しょう。

 ●放火を防止するために、燃えやすい物はしっ
　 かりと管理し、物置は必ず施錠しましょう。

 ●住宅用火災警報器の維持管理を行いましょう。

〈飲食店等の多数出入りする施設での注意点〉
●防火管理を行い、夜間の巡視を実施しましょう。
●消防用設備等の点検・整備をしましょう。
●消火作業及び避難時に障害となる物件の除去
　をしましょう。

〈休日中の事務所等での注意点〉
●火気管理及び通報体制の整備、部外者の侵入
　防止等、警備体制の確認をしましょう。

【お問合せ先】増毛町消防本部予防課（☎５３ー２１７５）

歳 末 火 災 予 防 運 動 期間：令和５年１２月２５日～３１日

増毛町同窓会支援事業補助金のお知らせ

慢
性
腎
臓
病

慢
性
腎
臓
病

腎臓の
働き
ＧＦＲ

腎臓の
働き
ＧＦＲ

低い低い １０未満で１０未満で

９０以上９０以上
９０未満９０未満
６０未満６０未満
４５未満４５未満
３０未満３０未満
１５未満１５未満 透析透析

（ｍＬ／分／1.73㎡）

あなたの腎臓は大丈夫？ ２０歳以上の８人に１人が

ＣＫＤ（慢性腎臓病）と推測されています！
　腎臓は腰の上に２つあり、そら豆のような形をしています。１つが
約１５０ｇで、握りこぶし大です。主に右図のような働きをしています。
　ＣＫＤ（慢性腎臓病）は、１つの病気を表す病名ではなく、腎機能が
慢性的に低下している状態を指す言葉です。
　以下の①②の両方またはどちらかが３か月以上にわたって確認され
るとＣＫＤと診断されます。

　腎臓の状態を調べる検査項目です。たんぱく質は通常、腎臓では
ろ過されないため、尿にはほんのわずかな量しか含まれませんが、
何らかの原因により、腎臓が正常に働かなくなると、尿の中にたん
ぱく質が排出されることがあります。尿に出るたんぱく質の量が多
いほど、腎機能低下が疑われます。

検査内容・特徴異常要注意正常

（－） （±） （＋）
以上

６０
以上

４５
未満

検査項目

たんぱく尿

  ｅＧＦＲ
（推算糸球体
       ろ過量）

　ＧＦＲは糸球体ろ過量と言い、糸球体が１分間にどれくらいの血
液をろ過し、尿を作れるか表す指標です。元気に働いている腎臓の
機能を１００％とした場合に、今の自分の腎臓が何％働いているの
かを表します。
　ＧＦＲは検査に大変手間がかかるため、健診や診察時には「年齢」
「性別」「血清クレアチニン（Ｃｒｅ）」で計算するｅＧＦＲ（推算糸
球体ろ過量）を使用します。

　腎臓の働きは、低くなるほど「末期腎不全・心筋梗塞・脳卒
中・死亡」のリスクが高くなります。
　ご自分の「ｅＧＦＲ」「たんぱく尿」の値をもとに、どの枠に
当てはまるのか確認してみましょう。枠の中の色が濃くなるほ
ど重症であることを示します。

ＧＦＲ
 区分

タンパク尿区分
タンパク尿定性
尿タンパク／Ｃｒ比

Ｇ１ ＞＝90

＜15

60～89

15～29
30～44
45～59

Ａ１

0.15未満 0.50以上0.15～0.49

Ａ２ Ａ３
－ ± ＋

Ｇ２

Ｇ４
Ｇ５

Ｇ３ａ
Ｇ３ｂ

尿検査は保健センターで検査が
できます！ｅＧＦＲは、病院や健
診の採血結果を保健センターに
ご持参いただくと、それをもとに
重症度の確認ができます！

例えば…
eGFR 58.3
たんぱく尿（±）
の場合だと、ここになるね！

健診・病院で分かる！腎臓に関する検査項目

あなたの腎機能を確認してみよう！

令和５年秋開始接種の、文化センターでの集団接種は、１２月１２日（火）までの予定です。
接種を希望する方で、まだ予約をしていない方は、保健指導係までご連絡ください。

【お問合せ先】福祉厚生課保健指導係（☎５３ー３１１１）

新型コロナワクチン
接種情報

①たんぱく尿が出ている（腎臓の障害がある）
②ＧＦＲ（糸球体ろ過量）が６０ml／分／ 1.73㎡未満

４５

６０
未満

〜
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　一年の終わりを迎えるに当たり、何かと忙しくなることで火災に対する警戒心が緩みがちにな
ります。各家庭及び事業所等では、火気の使用に十分注意し、以下の項目を守り、火災のない安
全・安心な一年を迎えられるようにしましょう。

〈一般家庭での注意点〉
 ●ガスコンロ等の調理器具、暖房器具を安全に
　 使用し、取扱いを確認しましょう。

 ●就寝時または外出時は必ず火の元を確認しま
　 しょう。

 ●放火を防止するために、燃えやすい物はしっ
　 かりと管理し、物置は必ず施錠しましょう。

 ●住宅用火災警報器の維持管理を行いましょう。

〈飲食店等の多数出入りする施設での注意点〉
●防火管理を行い、夜間の巡視を実施しましょう。
●消防用設備等の点検・整備をしましょう。
●消火作業及び避難時に障害となる物件の除去
　をしましょう。
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　防止等、警備体制の確認をしましょう。

【お問合せ先】増毛町消防本部予防課（☎５３ー２１７５）
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　例年、冬季に開始しておりますロードヒーティングを１２月３
日（日）より運転いたしました。
　ただし、ロードヒーティング施設の老朽化、融雪機能が随所に
低下していることに加え、電気料の経費削減をはかる目的でロー
ドヒーティングの運行期間短縮や休止を図ります。なお、安全確
保のため、代替措置としてスリップ防止剤の散布を行います。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　スリップ防止剤を散布いたしますが、通行される方はスピード
の出し過ぎ等に十分注意し、安全運転を心がけてください。

【お問合せ先】役場建設課・管理係（☎５３ー１１１５）

業務にご協力ください！業務にご協力ください！除雪除雪

【お問合せ先】
国道：留萌開発建設部・道路課

（☎４２ー３１６８）

（☎４２ー１８４９）
道道：留萌建設管理部・事業室事業課

（☎５３ー１１１５）
町道：増毛町役場・建設課管理係

（☎５３ー３８１０）
町道：増毛産業振興協同組合

①路上駐車はやめましょう
　早朝の除雪時に路上駐車をしている車が数多く見受けられます。吹雪の時は確認が困難であり、追突・
接触等により損傷を受ける場合もありますので、路上での終夜駐車は絶対しないでください。また、所用
で駐車している場合に除雪車が来たら支障のない場所に移動してください。

②道路に雪を捨てないでください
　除雪道路内に自宅玄関先や裏小路の雪を捨てている人が多数見受けられます。雪を捨てると道路幅が狭
くなり、交通の安全性を害しますので、除雪道路内には捨てず道路外に捨てるようにしてください。

④除雪機械による除排雪について
　個人や会社が除雪機械により除排雪する時は、河川（永寿川、
錦川等）や道路には投雪しないでください。また、公共施設
（縁石、フェンス、側溝、橋欄干等）の損傷には十分注意し、
万一、損傷したときは直ちに報告してください。

⑤流雪溝の管理運営について
　流雪溝を利用される方は、約束事項を守って、事故の無いよ
うに使用しましょう。
　また、気象状況により中止とする場合があります。その場合
は防災無線等により、お知らせします。

③雪捨て場所について
　商店・事業所等の個人が排雪する場合の雪捨て場は、暑寒海
浜キャンプ場（旧暑寒海水浴場）としておりますので、道路に
は絶対に投雪せず運搬排雪をお願いします。
　また、石・土砂等が混じり、汚染公害を招く廃棄物は捨てな
いでください。なお、ゴミの不法投棄は法律により罰せられま
すので絶対に捨てないでください。
　共同使用の雪捨て場ですので、皆さんのご協力お願いします。

１２月からロードヒーティングの運転を開始しました

【
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ

  

運
行
期
間
短
縮
箇
所
図
】

短縮路線は、役場～留萌信用金庫増毛
支店と役場～神社下までの２路線で、
１２月３日（日）から２月２９日（木）まで
の運転といたします。

　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を
使う際には、次の点に注意して操作しましょう。

歩行型除雪機による事故を防ごう！

【お問合せ先】除雪機安全協議会［（一社）日本農業機械工業会内］　☎０３ー３４３３ー０４１５

年 金 相 談 情 報 局
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

　国民年金保険料は健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同じく、社会保険
料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、１月から同年１２月までの１年間に納めた保険料の全額で、過去
の年度分や追納された保険料も含まれます。
　また、自分自身の保険料だけではなく、家族（配偶者や子）の負担すべき国民年金保険料
を支払っている場合、その保険料も全て控除が受けられます。
　この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など
保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になりますので、申告書を提出するとき
は日本年金機構から送られてくる「社会保険料（国民年金保険料）」控除証明書か領収証書の
添付が必要となります。
　国民年金は税法上でも有利な制度となります。保険料は、納め忘れの無いよう口座振替の
利用も可能ですので是非ご利用ください。

① 除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけないこと。
　 また、不意に人が近づいた場合は、除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行うこと。
② 安全装置が正しく作動しない状況では使用しないこと。また、デッドマンクラッチ機構を
　 無効化にしての使用は絶対にしないこと。
③ 雪詰りを取り除くときは、必ずエンジンを停止し、回転部（オーガ、ブロガ）が完全に停
　 止してから雪かき棒で取り除くこと。
④ 回転部に近づくときは、必ずエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから作業を行う
　 こと。
⑤ 後退の際は、転倒や壁などに挟まれたりしないよう、　 足元や後方の
　 障害物には十分注意しましょう。
⑥ 除雪作業中は、雪を飛ばす方向に、人や車・建物がないことを確認し
 　ましょう。
⑦ 建物の軒下近くでの除雪作業を行う際には、落雪に十分注意しましょう。
⑧ 車庫や納屋など屋内や換気の悪い場所では、一酸化炭素中毒の恐れが
　 ありますので、エンジンをかけないでください。暖機運転を行う場合
　 は十分な換気をしてください。

【お問合せ先】留萌年金事務所（☎４３ー７２１１）
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　例年、冬季に開始しておりますロードヒーティングを１２月３
日（日）より運転いたしました。
　ただし、ロードヒーティング施設の老朽化、融雪機能が随所に
低下していることに加え、電気料の経費削減をはかる目的でロー
ドヒーティングの運行期間短縮や休止を図ります。なお、安全確
保のため、代替措置としてスリップ防止剤の散布を行います。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　スリップ防止剤を散布いたしますが、通行される方はスピード
の出し過ぎ等に十分注意し、安全運転を心がけてください。

【お問合せ先】役場建設課・管理係（☎５３ー１１１５）

業務にご協力ください！業務にご協力ください！除雪除雪

【お問合せ先】
国道：留萌開発建設部・道路課

（☎４２ー３１６８）

（☎４２ー１８４９）
道道：留萌建設管理部・事業室事業課

（☎５３ー１１１５）
町道：増毛町役場・建設課管理係

（☎５３ー３８１０）
町道：増毛産業振興協同組合

①路上駐車はやめましょう
　早朝の除雪時に路上駐車をしている車が数多く見受けられます。吹雪の時は確認が困難であり、追突・
接触等により損傷を受ける場合もありますので、路上での終夜駐車は絶対しないでください。また、所用
で駐車している場合に除雪車が来たら支障のない場所に移動してください。

②道路に雪を捨てないでください
　除雪道路内に自宅玄関先や裏小路の雪を捨てている人が多数見受けられます。雪を捨てると道路幅が狭
くなり、交通の安全性を害しますので、除雪道路内には捨てず道路外に捨てるようにしてください。

④除雪機械による除排雪について
　個人や会社が除雪機械により除排雪する時は、河川（永寿川、
錦川等）や道路には投雪しないでください。また、公共施設
（縁石、フェンス、側溝、橋欄干等）の損傷には十分注意し、
万一、損傷したときは直ちに報告してください。

⑤流雪溝の管理運営について
　流雪溝を利用される方は、約束事項を守って、事故の無いよ
うに使用しましょう。
　また、気象状況により中止とする場合があります。その場合
は防災無線等により、お知らせします。

③雪捨て場所について
　商店・事業所等の個人が排雪する場合の雪捨て場は、暑寒海
浜キャンプ場（旧暑寒海水浴場）としておりますので、道路に
は絶対に投雪せず運搬排雪をお願いします。
　また、石・土砂等が混じり、汚染公害を招く廃棄物は捨てな
いでください。なお、ゴミの不法投棄は法律により罰せられま
すので絶対に捨てないでください。
　共同使用の雪捨て場ですので、皆さんのご協力お願いします。

１２月からロードヒーティングの運転を開始しました

【
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間
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箇
所
図
】

短縮路線は、役場～留萌信用金庫増毛
支店と役場～神社下までの２路線で、
１２月３日（日）から２月２９日（木）まで
の運転といたします。

　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を
使う際には、次の点に注意して操作しましょう。

歩行型除雪機による事故を防ごう！

【お問合せ先】除雪機安全協議会［（一社）日本農業機械工業会内］　☎０３ー３４３３ー０４１５
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　６月１日から１０月３１日まで募集していた「増毛町フォトコンテスト２０２３」にご参加いた
だいた皆さま、素敵な写真をありがとうございました。
　一般の部２４作品、学生の部５作品の中から、部門ごとに最優秀賞、優秀賞、入選の作品が決定
しましたので、選考結果を発表します。

増毛町フォトコンテスト２０２３ 結果発表

作品についての一言

作品についての一言

「荒れ狂う風雪の冬は去ったが、 初夏を迎えても
 雪を湛える暑寒別岳。優しく我 を々受け入れる。」

「あまりにも大きくて
キレイな月だったので、
スマホに収めました。」

「暑寒別岳  春の訪れ」
飯田　泰理さん（留萌市）

最優秀賞最優秀賞

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞 優秀賞優秀賞

入  選入  選

「訪 れ て」

文化センター、増毛駅舎で入賞作品をカラー写真で掲示いたします。【掲示期間：１２月２２日（金）まで】
【お問合せ先】増毛町フォトコンテスト事務局 ☎０１６４－５３－１１１２※増毛町ホームページでも入賞作品を掲載いたします。

関口　峰樹さん
（南畠中町）

「増毛のまつりは
　　　　これから」

新田　敏行さん
（南畠中町）

入  選入  選
「回想～夏の終わり」

長瀬　紋子さん
（旭川市）

「星景」
小笠原　潤さん

（留萌市）

「みんなを
　　虜にする月」
大井  月星さん

（畠中町）

優秀賞優秀賞
「小さい時
　見つけた」

入  選入  選
「みのりの秋」

新田  美波さん
（南畠中町）

新田 すみれさん
（南畠中町）

一般の部受賞作品

学生の部受賞作品
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　一般の部２４作品、学生の部５作品の中から、部門ごとに最優秀賞、優秀賞、入選の作品が決定
しましたので、選考結果を発表します。

増毛町フォトコンテスト２０２３ 結果発表

作品についての一言

作品についての一言

「荒れ狂う風雪の冬は去ったが、 初夏を迎えても
 雪を湛える暑寒別岳。優しく我 を々受け入れる。」

「あまりにも大きくて
キレイな月だったので、
スマホに収めました。」

「暑寒別岳  春の訪れ」
飯田　泰理さん（留萌市）

最優秀賞最優秀賞

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞 優秀賞優秀賞

入  選入  選

「訪 れ て」

文化センター、増毛駅舎で入賞作品をカラー写真で掲示いたします。【掲示期間：１２月２２日（金）まで】
【お問合せ先】増毛町フォトコンテスト事務局 ☎０１６４－５３－１１１２※増毛町ホームページでも入賞作品を掲載いたします。

関口　峰樹さん
（南畠中町）

「増毛のまつりは
　　　　これから」

新田　敏行さん
（南畠中町）

入  選入  選
「回想～夏の終わり」

長瀬　紋子さん
（旭川市）

「星景」
小笠原　潤さん

（留萌市）

「みんなを
　　虜にする月」
大井  月星さん

（畠中町）

優秀賞優秀賞
「小さい時
　見つけた」

入  選入  選
「みのりの秋」

新田  美波さん
（南畠中町）

新田 すみれさん
（南畠中町）

一般の部受賞作品

学生の部受賞作品

募
　
　
集

認
定
こ
ど
も
園
あ
っ
ぷ
る

の
入
園
児
を
募
集
し
ま
す

会
計
年
度
任
用
職
員

町
立
明
和
園

「
ヤ
フ
ー
防
災
速
報
」

ア
プ
リ
で
緊
急
情
報
配
信

し
ま
す

自
主
防
災
組
織
の
設
立
・

運
営
経
費
を
助
成
し
ま
す

お
知
ら
せ

問

問
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自
主
防
災
組
織
設
立
届
出
書
に

次
の
添
付
書
類
を
添
え
て
提
出
願

い
ま
す
。

 

〈
添
付
書
類
〉
規
約
、
組
織
図
、

計
画
書
等

　

役
場
総
務
課
・
庶
務
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
１
）

　

北
海
道
環
境
影
響
評
価
条
例
に

基
づ
き
「（
仮
称
）
石
狩
市
浜
益

沖
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
実
証
事

業　

計
画
段
階
環
境
配
慮
書
」
を

縦
覧
し
ま
す
。

■
事
業
者
の
名
称

　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ

■
代
表
者
の
氏
名

　

代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　
　
　

奥
田　

久
栄

■
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
２
丁
目

５
番
１
号

■
事
業
の
名
称
・
種
類
・
出
力

  

・（
仮
称
）
石
狩
市
浜
益
沖
浮
体

　

式
洋
上
風
力
発
電
実
証
事
業

　

計
画
段
階
環
境
配
慮
書

 

・
浮
体
式
風
力
（
洋
上
）

 

・
最
大
２
８
，
０
０
０
kW

■
事
業
実
施
想
定
区
域

　

石
狩
市
浜
益
沖

■
縦
覧
の
場
所
・
時
間

 

・
役
場
商
工
観
光
課

　

８
時
45
分
～
17
時
15
分
ま
で　

 

　
（
土・日
曜
日
、祝
祭
日
を
除
く
）

 

・
町
文
化
セ
ン
タ
ー

　

９
時
00
分
～
22
時
00
分
ま
で　

　
（
年
末
年
始
の
み
休
館
）

■
縦
覧
期
間

　

11
月
28
日
（
火
）
～

　
　
　
　

12
月
27
日
（
水
）
ま
で

【
電
子
縦
覧
】

■
説
明
会

　

説
明
会
に
つ
い
て
は
開
催
日

時
・
場
所
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
北

海
道
庁
Ｈ
Ｐ
及
び
縦
覧
場
所
に
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
（
株
）Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ　

総
務
地
域
統

括
部
電
源
立
地
部
環
境
調
査
第
二

ユ
ニ
ッ
ト

（
☎
０
９
０
ー
３
５
６
０
ー
５
２
２
６
）

（
平
日
９
時
00
分
～
17
時
00
分
ま

で
）

　

ご
自
身
で
作
成
し
た
遺
言
書
は
、

法
務
局
で
安
全
・
確
実
に
保
管
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

法
務
局
に
預
け
て
お
け
ば
、
紛

失
や
改
ざ
ん
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、

本
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
ご

遺
族
に
通
知
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
遺
言
書
の
内
容
を
証

明
書
と
し
て
取
得
し
、
相
続
登
記

手
続
や
金
融
機
関
で
の
各
種
手
続

に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

手
続
は
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

旭
川
地
方
法
務
局
供
託
課

（
☎
０
１
６
６
ー
３
８
ー
１
１
６
７
）

～
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま
で
は
、

 

「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間
」
で
す
～

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
関
す
る
国
民
の
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
と
連

携
し
つ
つ
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人

権
侵
害
問
題
の
実
態
を
解
明
し
、

そ
の
抑
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
平
成
18
年
６
月
に
「
拉
致

問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る

人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す

る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
国
及
び

地
方
公
共
団
体
の
債
務
等
が
定
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
毎
年
12
月
10

日
か
ら
同
月
16
日
ま
で
を
「
北
朝

鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
」
と

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

我
が
国
の
緊
急
の
国
民
的
課
題

で
あ
る
拉
致
問
題
の
解
決
を
始
め

と
す
る
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権

侵
害
問
題
へ
の
対
処
が
国
際
社
会

を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と

さ
れ
る
中
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
関
心
と
認
識
を
深
め
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

留
萌
警
察
署

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）

　

増
毛
町
で
は
、
高
齢
者
の
雪
道

で
の
転
倒
を
防
止
す
る
た
め
に
、

積
雪
凍
結
時
に
自
宅
前
な
ど
に
ま

く
５
０
０
㎖
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り

砕
石
「
ま
く
べ
い
」
を
無
償
で
配

布
し
て
お
り
ま
す
。　

　

今
年
度
も
、
増
毛
町
黒
岩
砕
石

事
業
所
で
製
造
し
た「
ま
く
べ
い
」

を
６
０
０
本
配
布
し
ま
す
。
高
齢

者
が
い
る
世
帯
に
「
１
軒
あ
た
り

２
本
」
配
布
い
た
し
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
方
は
左
記
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。　

　

な
お
、
雪
が
解
け
た
後
、
道
路

に
残
っ
た
「
ま
く
べ
い
」
は
、
ま

い
た
人
が
掃
除
す
る
よ
う
御
協
力

願
い
ま
す
。

　

役
場
福
祉
厚
生
課
・
民
生
係

　
（
☎
５
３
ー
３
１
１
１
）

問

問

問

問

問

計
画
段
階
環
境
配
慮
書

の
縦
覧
に
つ
い
て

自
筆
証
書
遺
言
書

保
管
制
度
の
ご
案
内

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
に
つ
い
て

砕
石
ペ
ッ
ト「
ま
く
べ
い
」

の
配
布
に
つ
い
て

事業者ＨＰ北海道庁
ＨＰ
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「
な
に
で
来
た
？
」

　
　
乾
杯
前
の
合
い
言
葉

○
飲
酒
運
転
は
悪
質
な
犯
罪
！

　

飲
酒
運
転
は
、
悪
質
・
危
険
な

犯
罪
で
す
。

　

飲
酒
は
安
全
運
転
に
必
要
な
情

報
処
理
能
力
、
注
意
力
、
判
断
能

力
を
低
下
さ
せ
、
運
転
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
重
大
事
故
に
つ

な
が
る
危
険
性
を
高
め
ま
す
。

　

皆
さ
ん
一
人
一
人
が
「
飲
酒
運

転
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ

な
い
、
そ
し
て
見
逃
さ
な
い
」
こ

と
を
強
く
意
識
し
て
、
社
会
全
体

で
飲
酒
運
転
を
根
絶
す
る
気
運
を

醸
成
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
二
日
酔
い
で
の
運
転
も

 

「
飲
酒
運
転
」
と
な
り
ま
す
の
で
、

飲
酒
し
た
翌
日
に
運
転
す
る
場
合

は
、
身
体
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
残
っ

て
い
な
い
か
し
っ
か
り
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

○
飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
以
外
も

処
罰
の
対
象

　

飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
だ
け
で

は
な
く
、
運
転
者
以
外
の
人
に
も

重
い
処
罰
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
か
？

　

車
を
運
転
す
る
恐
れ
の
あ
る
人

に
「
お
酒
を
提
供
し
た
」「
お
酒

を
飲
ん
で
い
る
人
に
車
を
提
供
し

た
」「
飲
酒
運
転
の
車
に
同
乗
し

た
」
場
合
は
、
飲
酒
運
転
と
同
様

に
処
罰
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
「
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
運
動
」

で
飲
酒
運
転
を
防
止
！

　

ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
運
動
と
は
、

仲
間
と
車
で
飲
食
店
に
行
く
場
合
、

あ
ら
か
じ
め
お
酒
を
飲
ま
な
い
人

 

（
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
）
を
決
め
、

そ
の
人
が
仲
間
を
自
宅
ま
で
送
り

届
け
る
こ
と
で
す
。

　

お
酒
を
提
供
す
る
お
店
の
方
は
、

 

「
お
客
さ
ん
が
車
で
来
店
し
て
い

な
い
か
」、「
車
で
来
店
し
て
い
る

場
合
は
、
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
は

誰
な
の
か
」
を
確
認
し
て
、
飲
酒

運
転
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

○
飲
酒
運
転
情
報
の
提
供
！

　

北
海
道
警
察
で
は
、
飲
酒
運
転

を
根
絶
す
る
た
め
、「
飲
酒
運
転

ゼ
ロ
ボ
ッ
ク
ス
」
に
よ
る
タ
イ
ム

リ
ー
な
飲
酒
運
転
の
情
報
や
飲
酒

運
転
根
絶
に
向
け
た
ア
イ
デ
ア
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。（
北
海
道

警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
）

　

是
非
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

留
萌
警
察
署

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）

■
開
催
日
時

　

令
和
６
年
１
月
14
日
（
日
）

　

14
時
00
分
～
16
時
00
分

■
開
催
内
容

　

外
国
人
へ
の
日
本
語
交
流
会
、

見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

増
毛
町
在
住
の
技
能
実
習
生
な

ど
の
外
国
人
に
講
師
が
簡
単
な
日

本
語
を
使
い
、
ク
イ
ズ
な
ど
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
す
。

　

外
国
語
な
ど
専
門
的
な
知
識
は

不
要
で
す
。

　

参
加
費
は
無
料
で
す
。

　

日
本
人
の
当
日
参
加
、
見
学
も

歓
迎
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
報

１
月
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

役
場
企
画
財
政
課
企
画
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
０
）

問

問

日
本
語
交
流
会
・
見
学
会

の
開
催
に
つ
い
て

わ
た
べ
整
形
外
科
医
院

◇
日
曜
当
番
医
◇

【
12
月
10
日
】（
留
萌
市
）

（
栄
町
１ 

☎
４
３
ー
９
５
０
０
）

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

　

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問新着本案内 総合交流促進施設元陣屋（電話 53–3522）

可  燃  物 おいらはちびのとうちゃんだい！米澤　穂信 著 タカタカヲリ 作・絵
　住宅街で連続放火事件が発生。
　捜査が進められるが、容疑者を
絞り込めないうちに犯行がピタリと
止まってしまう。警察の捜査は行き
詰まるかに見えたが…。
　本格ミステリー小説。

　海の中をユラユラ泳いでいたタコ。
　ある日、突然「父ちゃん！」と呼ばれてビッ
クリ！
　くっついてきたチビ助は、タコにそっくり。
　タコの父ちゃんは、この子の世話を始め
ました。

飲
酒
運
転
の
根
絶
に

つ
い
て
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年末年始休業のお知らせ

留萌振興局などの道の機関

休業日
時間帯注意

１２月
２５ ２６ ２７ ２８
（月）

２９
（火）

３０
（水）

３１
（木）

１
（金）

２
（土）

３
（日）

４
（月）

５
（火）

６ ７ ８
（水）

１月

役場、健康一番館　※１
教育委員会

証明書自動交付機　※２
マイナンバーカードの窓口受け取り

※２ ※２

※３

※４

市街診療所
元陣屋
町立体育館
屋内グランド
暑寒別岳スキー場　※3
ごみの収集
し尿くみ取り　※4
ましけ葬苑
ら・さんて
あっぷるハイヤー運行

文化センター（貸館業務）

※１　死亡や出生、婚姻届などは、役場で日直者が受け付けます（８時４５分～１７時１５分）。
※２　証明書自動交付機の使用は、１２月２８日（木）・２９日（金）は１７時００分までです。
※３　暑寒別岳スキー場の営業は、１２月３１日（日）は１５時００分に営業終了。
　　　月～土曜日の営業は、１０時００分～１７時００分、日曜日・祝日の営業は、９時３０分～１７時００分となります。
　　　ナイター営業は、１・２月の金・土曜日で２１時００分までの営業となります。
※４　年内のくみ取りの申込は、１２月２６日（火）までに（株）増毛清掃（☎５３ー２５７４）へ連絡してください。
　　　（株）増毛清掃の１２月２９日（金）の営業は、１２時００分までとなります。
　　　年始のくみ取りの申込は、１月５日（金）から受付を開始します。

　年末年始のごみの収集日程については下記のとおりとなりますのでご注意ください。年末年始の時期
には、ごみ排出量の増加などのため、すべてのものがステーションに入りきらない可能性があります。
資源物を外に置くなどの工夫をお願いします。また、普段よりごみの収集時間が遅くなる場合がありま
すので、ご了承願います。

※１２／３０（土）から１／３（水）までは、各ごみ処理場への直接搬入も休みとなります。

年末年始のごみ出しにご注意！

日
１２／２４

３１ １／１

２５

生・粗大

収集なし 収集なし 収集なし

２ ３ ４ ５ ６

２６

可燃・資源１

２７

ペット・プラ

２８ ２９

生・資源２

生

３０

不燃・かん・びん

不燃・かん・びん

月 火 水 木 金 土

～年末年始の時期にごみを集中して出さないようにご協力をお願いします～

◇年末年始ごみ収集スケジュール◇

【お問合せ】役場町民課・町民環境係（☎５３ー１１１２）

（木）（金）（土）（日）（月）

3,624
1,666
1,958
2,002

－１０
－７

－３
＋１

１１

１１月１日～１１月３０日届出分
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】

役場上下水道課（☎５３－１１５２）

上下水道料金
１２月２５日（月）

役場税務課・税務係（☎５３－１１１４）
１月９日（火）

国民健康保険税（第６期）

町税等の納期について
掲
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　道町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の納め忘れはありませんか。
　町では１２月を「年末諸税特別徴収月間」として、催告書の発送や自宅への訪問、勤務先には給与調査を行い
給与・預貯金の差押えを実施し税の徴収強化を図ってまいります。
　多くの方は、納付期限等のルールを守り納税されています。まだ納税されていない方は納税してくださるよう
お願いします。
　税金は、皆さんの暮らしを支える貴重な財源です。納税へのご理解とご協力をお願いします。

１２月は です

【お問合せ先】役場税務課納税係（☎５３ー１１１４）
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年末年始休業のお知らせ
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生

生

可 燃 資源1

可 燃 資源1

プ ラペット

プ ラペット

可 燃

不 燃 か・び

不 燃 か・び

生 金属・危険

生 資源2

生 木

生 粗 大

不 燃 か・び

可 燃

プ ラペット

日

月

火

水

火

水

木

金

金

土

木

土

木

金

水

日

月

土

日

月

火

火

家庭ごみの収集日について
マ
ー
ク
の
見
方

生ごみ 可燃系埋立ごみ 不燃系埋立ごみ プラ製容器 ペットボトル
金属類、危険ごみ 粗大ごみかん、びん 木くず

紙製容器、雑がみ、白色トレイ、発泡スチロール 新聞・チラシ類、雑誌、ダンボール、紙パック

生

木 金属・危険

可 燃 不 燃

粗 大

プ ラ ペット

か・び

資源1 資源2

粗大ごみの収集について（毎月第４月曜日） ■ 留萌南部衛生組合（電話43-2555・43-2588）問
①１回の収集につき５点までしか出すことができません。 粗大ごみ収集の申込は9：00～17：00（受付最終日は15：00）ま
　でに、 留萌南部衛生組合 （電話43-2555・43-2588）に電話申込してください。 その際にステーション番号を忘れずに
　伝えてください。
※ 「ごみ分別ハンドブック」 では、申込は2日前の15：00までとなっていますが、 増毛町の場合は、３日前（休日の場合、
　その前日） の15：00までとなります。
②ごみ袋販売店にて粗大ごみ処理券を購入し、 当該粗大ごみに貼り付け、 収集日の9：00までにごみステーション横又は
　自宅前に出してください。
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１２

8

9

10

11

12

13

14

15

165

6 17

18

19

20

2１

22

23

24

25

26

●脳生き生き音楽教室
　　10：30～11：30　健康一番館
●ヒブ・小児肺炎球菌予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●乳幼児相談　9：30～11：30　健康一番館
●ベビーマッサージ教室　10：00～11：00
　　健康一番館

●新型コロナワクチン接種　10：00～15：50
　　文化センター
●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●ましけキッズ体験隊閉校式　文化センター
●元陣屋まつり　元陣屋

●新型コロナワクチン接種　10：00～15：50
　　文化センター
●ふまねっと教室　13：30～14：30
　　文化センター

●ふまねっと教室　13：30～14：30
　　文化センター

●ふまねっと教室　13：30～14：30
　　文化センター

●新型コロナワクチン接種　10：00～15：50
　　文化センター

●新型コロナワクチン接種　10：00～15：50
　　文化センター

●四種混合・Ｂ型肝炎・ロタ予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所
●脳生き生き音楽教室　10：30～11：30
　　健康一番館

●新型コロナワクチン接種　10：00～15：50
　　文化センター
●ザ・サーキットforビギナーズ
　　18：30～　文化センター

●フレイル予防教室　10：30～11：30
　　老人福祉センター
●ザ・サーキットforビギナーズ
　　18：30～　文化センター

●広報ましけ１２月号発行
●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●定例行政相談所開設　10：00～12：00
　　文化センター
●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●広報ましけ１月号発行
●町民健康相談　9：00～11：30　健康一番館

●暑寒別岳スキー場オープン予定　10：00～

●脳生き生き音楽教室
　　10：30～11：30　健康一番館
●BCG・麻疹風疹・水痘予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●ザ・サーキットforビギナーズ
　　18：30～　文化センター

☆粗大ごみ申込受付最終日


